
第

三

百

八

号

令

和

四

年

六

月

二

十

一

日

(

火
曜
日)

目

次

規

則

○
岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

(

都
市
公
園
課)

二
六
八
ペ
ー
ジ

告

示

○
令
和
四
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

生
活
衛
生
課)

二
六
八

○
令
和
四
年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
の
指
定

(

同

)

二
六
八

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
担
当
機
関
の
指
定
(

地
域
福
祉
課)

二
六
九

○
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等

の
指
定

(
同

)

二
六
九

○
指
定
医
療
機
関
の
廃
止
の
届
出

(
同

)

二
七
〇

○
指
定
医
療
機
関
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

二
七
〇

○
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
の
名
称
の
変
更
の
届
出

(

同

)

二
七
一

○
指
定
介
護
機
関
の
廃
止
の
届
出

(

同

)

二
七
一

○
指
定
介
護
機
関
の
名
称
等
の
変
更
の
届
出

(

同

)
二
七
二

○
道
路
の
区
域
変
更

(

道
路
維
持
課)
二
七
三

○
道
路
の
供
用
開
始

(

同

)

二
七
三

○
電
線
共
同
溝
整
備
道
路
の
指
定

(

同

)

二
七
四

○
統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示
の
一
部
改
正

(

出
納
管
理
課)

二
七
五

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

(

岐
阜
農
林
事
務
所)

二
七
五

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

(

会

計

課)

二
七
五

正

誤

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
中
訂
正

(

西
濃
農
林
事
務
所)

二
七
六
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○

○

岐

阜

県

公

報

毎
週

(

火
曜
日

金
曜
日)

発
行

(

休
日
に
当
た
る

と
き
は
翌
日)

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日



岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
規
則
第
六
十
七
号

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岐
阜
県
都
市
公
園
条
例
施
行
規
則(
昭
和
三
十
七
年
岐
阜
県
規
則
第
百
三
十
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

別
表
第
一
一
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

一

養
老
公
園

心
の
テ
ー
マ
パ
ー
ク
養
老
天
命
反
転
地

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
四
年
七
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

告

示

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
六
号

理
容
師
法(

昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
百
三
十
四
号)

第
十
一
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和

四
年
度
管
理
理
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

遠
藤

弘
良

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
上
前
津
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号
美
容
あ
い
ち
会
館
一
階

三

開
催
日
等

四

受
講
料

一
万
六
千
円

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
七
号

美
容
師
法(

昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
六
十
三
号)

第
十
二
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
令
和
四

年
度
管
理
美
容
師
資
格
認
定
講
習
会
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

主
催
者
の
名
称
及
び
住
所

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー

理
事
長

遠
藤

弘
良

東
京
都
江
東
区
有
明
三
丁
目
七
番
二
六
号
有
明
フ
ロ
ン
テ
ィ
ア
ビ
ル
Ｂ
棟
九
階

二

会
場
の
運
営
及
び
設
営
の
窓
口
と
な
る
支
部
の
名
称
及
び
所
在
地

公
益
財
団
法
人
理
容
師
美
容
師
試
験
研
修
セ
ン
タ
ー
東
海
ブ
ロ
ッ
ク
事
務
所

愛
知
県
名
古
屋
市
中
区
上
前
津
二
丁
目
一
〇
番
二
八
号
美
容
あ
い
ち
会
館
一
階

三

開
催
日
等
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規

則

コ
イ
ン
ロ
ッ
カ
ー

区

分

一

回

単

位

一
〇
〇

金

額(

円)

同

一
一
・
二
八

同

一
一
・
一
四

令
和

四
・
一
一
・

七

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所



四

受
講
料

一
万
六
千
円

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
八
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
も
の
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰

国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に

よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

指

定

年

月

日

さ
ら
さ
ら
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
六
軒
町
四
丁
目
四
六
番
地

令
和

四
・

四
・

一

愛

生

歯

科

医

院

美
濃
市
八
四
番
地
二
〇

同

秋

田

歯

科

医

院

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
二
丁
目
一
一
九
番

地

同

た

ん

ぽ

ぽ

歯

科

美
濃
加
茂
市
西
町
六
―
一
〇

同

ア

ク

ア

歯

科

大
垣
市
林
町
六
―
八
〇

ア
ク
ア
ウ
ォ

ー
ク
大
垣
一
Ｆ

同

り
ょ
う
す
け
歯
科
ク
リ
ニ

ッ
ク

揖
斐
郡
大
野
町
黒
野
一
七
二
三
―
四

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

関
店

関
市
西
本
郷
字
笹
島
一
二
八
番
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

蘇
原

店

各
務
原
市
蘇
原
東
栄
町
二
丁
目
一
〇
〇

番
二

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

各
務

原
店

各
務
原
市
蘇
原
持
田
町
三
丁
目
五
三
番

一

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

松
波
総

合
病
院
前
薬
局

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
天
神
二
五
五
―

一

同

柏

友

堂

薬

局

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
〇
―
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

多
治

見
栄
町
店

多
治
見
市
栄
町
一
丁
目
三
七
番
二
号

同

Ｖ
・
ｄ
ｒ
ｕ
ｇ

七
宗
薬

局

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
渡
合
二
一
六

一
―
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

土
岐

西
本
町
店

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
西
本
町
一
一
番
七

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

関
ケ

原
店

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
一
一
〇

二
番
二

同

萩

原

薬

局

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
九
〇
五
番
地

同

中
川
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
二
五
〇
番
地
一

令
和

四
・

五
・

一

岐
阜
駅
前
糖
尿
病
ク
リ
ニ

ッ
ク

岐
阜
市
神
田
町
九
丁
目
二
七
番
地

大

岐
阜
ビ
ル
三
階

同

か
わ
い
歯
科
ク
リ
ニ
ッ
ク

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
一
一
二
三
番
地

同

し
ょ
う
な
ん
調
剤
薬
局

竹
鼻
店

羽
島
市
竹
鼻
町
狐
穴
二
五
〇
番
二

同

岐
阜
県
告
示
第
二
百
十
九
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
四
十
九
条
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑

な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る

法
律(
平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活

保
護
法
第
四
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
医
療
扶
助
又
は
医
療
支
援
給
付
の
た
め
の
医
療
を
担
当
さ
せ
る
機

関
と
し
て
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
を
指
定
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留

邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の

支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
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同

一
一
・
二
八

同

一
一
・
一
四

令
和

四
・
一
一
・

七

開
催
年
月
日

衛
生
管
理

衛
生
管
理

公
衆
衛
生

衛
生
管
理

講

習

内

容

同 同 羽
島
市
竹
鼻
町
丸
の
内
六
丁
目
七
番
地

不
二
羽
島
文
化
セ
ン
タ
ー

開

催

場

所



五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

指

定

年
月
日

Ｆ
Ｉ
Ｋ
Ａ

Ｆ
Ａ

Ｒ
Ｍ
株
式
会
社

羽
島
市
竹
鼻
町
錦
町

一
〇
番
地

う
ら
ら

一
〇
四
号

Ｆ
Ｉ
Ｋ
Ａ
訪
問
看

護
リ
ハ
ビ
リ
ス
テ

ー
シ
ョ
ン

羽
島
市
竹
鼻
町
錦
町

一
〇
番
地

う
ら
ら

一
〇
四
号

令
和�･�･�

株
式
会
社
Ｎ
・
Ｙ

ｓ
ｔ
ｏ
ｒ
ｙ

大
垣
市
上
面
二
丁
目

五
四
番
地
三

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン

フ
ォ
ー

カ
ス

大
垣
市
上
面
二
丁
目

五
四
番
地
三

同

株
式
会
社
フ
ァ
ー

ス
ト
ナ
ー
ス

東
京
都
港
区
新
橋
二

丁
目
一
二
番
一
六
号

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
あ
や
め
可

児

可
児
市
川
合
五
四
三

番
一

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し

た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並

び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第

四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す

る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

廃

止

年

月

日

高
橋
小
児
科
・
眼
科

各
務
原
市
蘇
原
六
軒
町
四
―
四
六

令
和

四
・

三
・
三
一

愛

生

歯

科

医

院

美
濃
市
上
条
八
四
―
二
〇

同

秋

田

歯

科

医

院

羽
島
郡
岐
南
町
三
宅
二
―
一
一
九

同

た

ん

ぽ

ぽ

歯

科

美
濃
加
茂
市
西
町
六
―
一
〇

同

ア

ク

ア

歯

科

大
垣
市
林
町
六
―
八
〇

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

関
店

関
市
西
本
郷
字
笹
島
一
二
八
―
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

蘇
原

店

各
務
原
市
蘇
原
東
栄
町
二
丁
目
一
〇
〇

番
二

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

各
務

原
店

各
務
原
市
蘇
原
持
田
町
三
―
五
三
―
一

同

ア
オ
イ
薬
局

笠
松
店

羽
島
郡
笠
松
町
田
代
字
天
神
二
五
五
―

一

同

柏

友

堂

薬

局

郡
上
市
白
鳥
町
白
鳥
二
〇
―
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

多
治

見
栄
町
店

多
治
見
市
栄
町
一
丁
目
三
七
番
二
号

同

ア
オ
イ
薬
局

七
宗
店

加
茂
郡
七
宗
町
上
麻
生
字
渡
合
二
一
六

一
―
一

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

土
岐

西
本
町
店

土
岐
市
泉
町
久
尻
字
西
本
町
一
一
番
七

同

エ
ム
ハ
ー
ト
薬
局

関
ケ

原
店

不
破
郡
関
ケ
原
町
大
字
関
ケ
原
一
一
〇

二
―
二

同

萩

原

薬

局

下
呂
市
萩
原
町
萩
原
九
〇
五
番
地

同

工

藤

医

院

飛�
市
神
岡
町
殿
七
八
九
―
四

同

株
式
会
社

松
原
薬
局
ス

ト
ア

各
務
原
市
那
加
栄
町
一

同

ピ
ノ
キ
オ
薬
局

美
山
店

山
県
市
岩
佐
高
屋
前
八
二
八
―
一

令
和

四
・

四
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
一
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
医
療
機
関
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た
旨
届
出
が

あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
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国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い

て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

名

称

所

在

地

変

更

年

月

日

新

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン

薬
局
駒
場
店

旧

Ｚ
ｉ
ｐ
フ
ァ
ー
マ
シ

ー
白
沢
駒
場
薬
局

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一
六
六
六
―
三

七
四
一

令
和

四
・

四
・

一

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
二
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円

滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す

る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指
定
訪
問
看
護
事
業
者
等
か
ら
そ
の
名
称
を
変
更
し
た

旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び

に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四

項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

訪
問
看
護
事
業
者

等
の
名
称

訪
問
看
護
事
業
者
等

の
主
た
る
事
務
所
の

所
在
地

訪
問
看
護
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
等
の
名
称

訪
問
看
護
ス
テ
ー
シ
ョ

ン
等
の
所
在
地

変

更

年
月
日

ソ
フ
ィ
ア
メ
デ
ィ

株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
五

反
田
一
―
三
―
八

新

ソ
フ
ィ
ア
メ

デ
ィ
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン

大
垣

旧

ソ
フ
ィ
ア
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ

ョ
ン
大
垣

大
垣
市
禾
森
町
六
―

七
〇

西
棟

令
和�･�･�

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
三
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)

第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
当
該
指
定
に
係
る
事
業
を
廃
止
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の

三
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定

配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生

活
保
護
法
第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

廃

止

年

月

日

医
療
法
人
社
団

誠
道
会

各
務
原
市
鵜
沼
山
崎
町
六

―
八
―
二

訪
問
看
護

山
田
記
念
ク
リ
ニ
ッ
ク

各
務
原
市
鵜
沼
東
町
五
―

三
九
―
二

令
和

四
・

二
・
二
八

同

同

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
四
号

生
活
保
護
法(

昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号)

第
五
十
四
条
の
二
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す

る
同
法
第
五
十
条
の
二
及
び
中
国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残

留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の
自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律(

平
成
六
年
法
律
第
三
十
号)
第
十
四
条

第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
次
の
指

定
介
護
機
関
か
ら
そ
の
名
称
等
を
変
更
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
の
で
、
同
法
第
五
十
五
条
の
三
及
び
中

国
残
留
邦
人
等
の
円
滑
な
帰
国
の
促
進
並
び
に
永
住
帰
国
し
た
中
国
残
留
邦
人
等
及
び
特
定
配
偶
者
の

自
立
の
支
援
に
関
す
る
法
律
第
十
四
条
第
四
項
に
お
い
て
そ
の
例
に
よ
る
も
の
と
さ
れ
た
生
活
保
護
法

第
五
十
五
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

第 308 号 岐 阜 県 公 報 令和４年６月21日 ( 272 )

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
リ
ハ

ビ
リ
テ
ー

シ
ョ
ン

同

同

同

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

社
会
福
祉
法
人

新
生
会

揖
斐
郡
池
田
町
本
郷
一
五

〇
一

地
域
密
着

型
介
護
老

人
福
祉
施

設
入
所
者

生
活
介
護

リ
ハ
ビ
リ
セ
ン
タ
ー
白
鳥

揖
斐
郡
池
田
町
白
鳥
三
八

六
番
地

令
和

四
・

三
・
三
一

川

上

典

子

高
山
市
千
島
町
六
三
八
―

二

居
宅
療
養

管
理
指
導

ち

じ

ま

薬

局

高
山
市
千
島
町
六
三
八
―

二

令
和

四
・

四
・
三
〇

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
者
等
の
主

た
る
事
務
所
の
所
在
地

サ
ー
ビ
ス

の
種
類

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
名
称

居
宅
介
護
事
業
所
等
の
所

在
地

変

更

年

月

日

株
式
会
社
コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン

ヘ
ル
ス
ケ
ア

神
奈
川
県
横
浜
市
港
北
区

新
横
浜
三
―
一
七
―
六

居
宅
療
養

管
理
指
導

新

コ
コ
カ
ラ
フ
ァ
イ
ン
薬
局

駒
場
店

旧

Ｚ
ｉ
ｐ
フ
ァ
ー
マ
シ
ー
白

沢
駒
場
薬
局

中
津
川
市
駒
場
字
西
山
一

六
六
六
―
三
七
四
一

令
和

四
・

四
・

一

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同



岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
五
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
大
垣
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
六
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
よ
う
に
変
更
し
た
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
七
号

道
路
法(
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持
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県
道

道
路
の
種
類

安

八

平

田
線

路
線
名

安
八
郡
安
八
町
大
森
字
中
沼

四
一
二
番
六
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

四
一
六
番
一
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

一
般
国
道

道
路
の
種
類

三
百
三
号

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
樫
原
字
素

古
一
七
一
番
三
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
六
三
番
二
地
先
ま
で

区

間

後 前 区
域
変
更
前
後
別��･�〜��･� ��･�〜��･� 敷

地
の
幅

員(

メ
ー
ト

ル)��･� ��･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

備

考

ソ
フ
ィ
ア
メ
デ
ィ
株
式
会
社

東
京
都
品
川
区
西
五
反
田

一
―
三
―
八

訪
問
看
護

新

ソ
フ
ィ
ア
メ
デ
ィ
訪
問
看

護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
大
垣

旧

ソ
フ
ィ
ア
訪
問
看
護
ス
テ

ー
シ
ョ
ン
大
垣

大
垣
市
禾
森
町
六
―
七
〇

西
棟

同

同

同

介
護
予
防

訪
問
看
護

同

同

同

旧

株
式
会
社
フ
ァ
ー
コ
ス

新

株
式
会
社
ユ
ニ
ス
マ
イ

ル

東
京
都
千
代
田
区
神
田
練

塀
町
六
八
番
地
一
ム
ラ
タ

ヤ
ビ
ル
三
階

居
宅
療
養

管
理
指
導

フ
ァ
ー
コ
ス
薬
局

ひ
ば
り

不
破
郡
垂
井
町
杢
録
二
二

一
〇
―
四
五

同

同

同

介
護
予
防

居
宅
療
養

管
理
指
導

同

同

同.



課
及
び
岐
阜
県
郡
上
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
八
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
二
十
九
号

道
路
法(

昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
道
路
の
供

用
を
開
始
す
る
の
で
告
示
す
る
。

な
お
、
そ
の
関
係
図
面
は
、
令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
二
週
間
岐
阜
県
県
土
整
備
部
道
路
維
持

課
及
び
岐
阜
県
揖
斐
土
木
事
務
所
に
お
い
て
一
般
の
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
号

電
線
共
同
溝
の
整
備
等
に
関
す
る
特
別
措
置
法(

平
成
七
年
法
律
第
三
十
九
号)

第
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
電
線
共
同
溝
を
整
備
す
べ
き
道
路
を
指
定
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇
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一
般
国
道

道
路
の
種
類 県

道
道
路
の
種
類

四
百
十
七

号 路
線
名

寒

水

八

幡
線

路
線
名

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
鶴
見
字
鬼
姫
生

向
一
六
七
四
番
一
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
悪
谷

一
六
六
二
番
三
地
先
ま
で

区

間

郡
上
市
八
幡
町
河
鹿
字
西
ノ
笠
五

七
番
二
地
先
か
ら

同

市
同

町
同

字
焼
山
六
番

三
地
先
ま
で

区

間���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

昭
和
��･�･�平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

平
成
��･��･� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)

道
路
の
種
類 一

般
国
道

道
路
の
種
類

路
線
名

四
百
十
七

号 路
線
名

区

間

揖
斐
郡
揖
斐
川
町
東
横
山
字
仙
ケ

谷
一
四
六
一
番
七
地
先
か
ら

同

郡
同

町
同

字
同

一
四
六
二
番
六
地
先
ま
で

区

間

延

長

(

メ
ー
ト

ル) ���･� 延

長

(

メ
ー
ト

ル)

指
定
の
部
分

令
和�･�･�� 供

用
開
始

の
期
日

備

考

昭
和
��･�･�平成��･�･�� 備

考

(

区
域
の

決
定
又
は

変
更
の
告

示
年
月
日

ほ
か)



岐
阜
県
告
示
第
二
百
三
十
一
号

統
轄
店
、
集
中
店
及
び
主
管
取
扱
店
に
関
す
る
告
示(

令
和
二
年
岐
阜
県
告
示
第
百
五
十
五
号)

の

一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
し
、
令
和
四
年
七
月
十
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

別
表
海
津
支
店
の
項
中｢

海
津
明
誠
高
等
学
校｣

の
下
に｢

、
海
津
特
別
支
援
学
校｣

を
加
え
、
同

表
今
尾
代
理
店
の
項
を
削
る
。

公

示

○
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
認
可

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
土

地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
数
量
岐
阜
県
警
察
放
置
駐
車
違
反
管
理
シ
ス
テ
ム
機
器
等
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
３
月
18日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
４
月
28日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
東
京
都
千
代
田
区
丸
の
内
一
丁
目
５
番
１
号

三
菱
Ｈ
Ｃ
キ
ャ
ピ
タ
ル
株
式
会
社

執
行
役
員
安
栄
香
純

６
落
札
金
額
169,730,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
工
事
検
査
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量
車
両
用
及
び
歩
行
者
用
交
通
信
号
灯
器
一
式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
３
月
29日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
５
月
10日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
岐
阜
市
茜
部
菱
野
四
丁
目
134番

地

ア
プ
ロ
通
信
株
式
会
社
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岐

阜

市

方

県

土

地

改

良

区

土

地

改

良

区

名

県
道

古

川

国

府
線

飛�
市
古
川
町
殿
町
五
番
三
八

地
先
か
ら

同

市
同

町
弐
之
町
一
番
一

七
地
先
ま
で ���･�

令
和

四
・

六
・

六

認

可

年

月

日

上
下
線



代
表
取
締
役
蓑
島
裕
和

６
落
札
金
額
78,860,100円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
工
事
検
査
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
落
札
者
等
に
関
す
る
公
示

岐
阜
県
の
物
品
等
又
は
特
定
役
務
の
調
達
手
続
の
特
例
を
定
め
る
規
則(

平
成
七
年
岐
阜
県
規
則
第

百
二
十
号)

第
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お
り
落
札
者
等
に
つ
い
て
公
示
す
る
。

令
和
四
年
六
月
二
十
一
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

１
調
達
物
品
の
名
称
及
び
予
定
数
量

交
通
信
号
制
御
機
(Ｐ
―
11形
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
規
格
)
灯
器
出
力
数
12

74基

交
通
信
号
制
御
機
(Ｐ
―
11形
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
規
格
)
灯
器
出
力
数
18

11基

交
通
信
号
制
御
機
(Ｐ
―
11形
イ
ン
タ
ー
フ
ェ
イ
ス
規
格
)
灯
器
出
力
数
24

1基

交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
時
刻
修
正
機
能

60式

交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
高
齢
者
感
応
機
能

1式

交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
リ
コ
ー
ル
１
機
能

1式

交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
ギ
ャ
ッ
プ
感
応
機
能

1式

交
通
信
号
制
御
機
付
加
機
能
連
動
子
機
能

2式

２
契
約
の
相
手
方
を
決
定
し
た
手
続
一
般
競
争
入
札

３
入
札
公
告
を
行
っ
た
日
令
和
４
年
３
月
29日

４
落
札
者
を
決
定
し
た
日
令
和
４
年
５
月
10日

５
落
札
者
の
住
所
及
び
氏
名
愛
知
県
名
古
屋
市
東
区
葵
二
丁
目
12番
１
号
ナ
カ
ノ
ビ
ル

コ
イ
ト
電
工
株
式
会
社
名
古
屋
支
店

支
店
長
黒
川
鋭
光

６
落
札
金
額
41,580,000円

７
契
約
に
関
す
る
事
務
を
担
当
す
る
部
局
の
名
称
及
び
所
在
地

�
部
局
の
名
称
岐
阜
県
警
察
本
部
総
務
室
会
計
課
契
約
工
事
検
査
係

�
所
在
地
岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
１
番
１
号

○
正

誤

(

校
正
誤
り)

令
和
四
年
六
月
三
日
第
三
百
三
号

土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任
二
五
五
頁
上
段
後
か
ら
三

行
目
中｢�

田

俊

巳｣

は
、｢�

田

俊

己｣

の
誤
り
。
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令
和
四
年
六
月
二
十
一
日
発
行

岐
阜
市
薮
田
南
二
丁
目
一
番
一
号

発
行
者

岐

阜

県

発
行
所

岐

阜

県

庁

編

集

岐
阜
市
三
輪
ぷ
り
ん
と
ぴ
あ
十
三
―
一

岐

阜

文

芸

社


